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研
究
・
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告

禅
宗
の
師
家
制
度
に
つ
い
て

パ
ー
ト
２

臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
師
家
制
度
に
つ
い
て
（
調
査
メ
モ
）

（
千
葉
県
東
泉
寺
住
職
）

内

山

善

行

前
回
、
曹
洞
宗
の
師
家
制
度
に
つ
い
て
調
査
し
た
の
で
、
今
回
は
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
師
家
制
度
お
よ
び
現
状
を
調
査
し
、
メ
モ
と

し
て
記
し
て
み
た
。

臨
済
宗
は
、
か
つ
て
は
鎌
倉
と
京
都
に
五
山
と
十
刹
が
あ
っ
た
。
現
在
は
十
四
派
に
分
か
れ
、
京
都
、
鎌
倉
、
山
梨
、
静
岡
、
滋
賀
、

富
山
、
広
島
に
各
派
の
本
山
が
あ
る
。

『
双
ヶ
丘
の
東
、
京
都
市
右
京
区
に
は
「
花
園
」
と
い
う
地
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
こ
の
地
域
に
は
公
卿
の
邸
が
あ
り
、
お
花
畑
が
あ
っ

て
、
四
季
折
々
に
美
し
い
花
が
咲
き
乱
れ
、
い
つ
し
か
「
花
園
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
地
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
こ
こ
に
離
宮
を
構
え
て
禅
の
奥
義
を
究
め
る
と
と
も
に
、
常
に
世
の
中
の
平
和
を
願
わ
れ
た
法
皇
さ
ま
、

そ
の
お
方
が
第
九
十
五
代
天
皇
、
花
園
法
皇
さ
ま
で
す
。
法
皇
は
、
こ
の
花
園
の
離
宮
を
改
め
て
禅
寺
に
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
大
本
山
で
あ
る
妙
心
寺
の
は
じ
ま
り
で
す
。
山
号
は
正
法
山
（
し
ょ
う
ぼ
う
ざ
ん
）
と
称
し
ま
す
。
開

山
は
関
山
慧
玄
（
か
ん
ざ
ん
え
げ
ん
）、
開
基
は
花
園
法
皇
で
す
。
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現
在
の
妙
心
寺
は
、
塔
頭
四
十
六
ヶ
寺
、
末
寺
は
日
本
を
は
じ
め
世
界
各
国
に
わ
た
り
三
千
四
百
ヶ
寺
余
り
、
在
籍
僧
数
は
約
七
千
人

を
数
え
ま
す
。
関
連
機
関
と
し
て
は
花
園
大
学
、
花
園
高
校
、
花
園
中
学
校
、
洛
西
花
園
幼
稚
園
な
ど
が
あ
り
ま
す
。』（
妙
心
寺
ガ
イ
ド

よ
り
）

こ
れ
か
ら
述
べ
る
内
容
す
べ
て
に
、
妙
心
寺
派
の
「
法
階
」
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、
ま
ず
、「
法
階
」
に
つ
い
て
記
す
。

『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
制
』（
平
成
九
年
五
月
一
日
発
行
）「
法
階
規
程
」
に
よ
る
と
、
妙
心
寺
派
の
法
階
は
十
四
あ
り
、
教
師
及
び
教

師
補
の
資
格
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

法
階

等
級

種
別

特
住

大
教
師

教
師

暦
住

大
教
師

教
師

再
住

大
教
師

教
師

前
住

一
等
教
師

教
師

住
持

二
等
教
師

教
師

準
住

三
等
教
師

教
師

東
堂

四
等
教
師

教
師

西
堂

五
等
教
師

教
師

塔
主

六
等
教
師

教
師

前
堂

七
等
教
師

教
師
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首
座

八
等
教
師

教
師

蔵
主

教
師
補

知
客

教
師
補

沙
弥

教
師
補

以
下
、
妙
心
寺
派
宗
制
の
「
法
階
規
程
」
を
参
考
に
、
右
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
る
と

・
得
度
式
を
終
え
、
沙
弥
に
な
れ
ば
僧
侶
の
資
格
が
得
ら
れ
る
。

・
住
職
資
格
は
首
座
（
し
ゅ
そ
）
か
ら
得
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、
住
職
を

和
尚
と
よ
ぶ
。

・
教
師
資
格
は
、
大
教
師
か
ら
八
等
教
師
ま
で
あ
る
。
沙
弥
、
知
客
（
し
か
）、
蔵
主
（
ぞ
う
す
）
ま
で
は
教
師
補
。

・
等
級
は
検
定
表
に
書
く
だ
け
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
「

職
で
あ
る
」、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
自
分
が
何
等
教
師
で
あ
る
か
と

い
う
の
は
、
検
定
表
を
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
住
持
（
職
）
と
い
う
法
階
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

「
自
分
は

等
教
師
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
少
な
い
。

・
法
臈
と
印
可
証
明
が
な
い
と
、
住
持
（
職
）
以
上
の
法
階
の
申
請
が
で
き
な
い
。
住
持
（
職
）
以
上
で
あ
れ
ば
師
家
に
な
れ
る
が
、
普

通
、
師
家
分
上
（
注
１
）
は
再
住
（
大
教
師
）
以
上
。

・
再
住
（
職
）、
暦
住
（
職
）
は
、
社
会
一
般
の
功
績
も
加
味
さ
れ
る
。
今
ま
で
の
妙
心
寺
派
の
役
職
を
長
年
勤
め
た
者
に
対
し
て
は
、

法
階
を
生
前
に
与
え
た
り
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
与
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

・
僧
堂
の
師
家
で
、
再
住
（
職
）
以
上
の
法
階
を
と
っ
た
者
は
、
数
年
以
内
に
本
山
で
開
堂
式
を
挙
げ
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
師
家
分
上
と
し
て
宗
派
に
届
け
て
あ
っ
て
も
、
本
山
で
の
開
堂
式
を
挙
げ
て
い
な
い
と
、
妙
心
寺
派
の
管
長
に
選
ば
れ
る
資
格
が
な

い
。
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・
特
住
は
、
妙
心
寺
派
の
管
長
し
か
な
れ
な
い
。
妙
心
寺
派
の
管
長
に
な
る
に
は
、
妙
心
寺
派
の
本
山
で
式
を
挙
げ
る
こ
と
が
要
件
で
、

本
山
で
式
を
挙
行
し
た
順
番
に
管
長
職
に
つ
く
。

・
管
長
は
師
家
の
中
の
最
高
の
師
家
で
あ
る
が
、
管
長
職
に
選
ば
れ
る
資
格
の
あ
る
師
家
は
十
八
名
。
管
長
推
戴
委
員
会
が
、
そ
の
十
八

名
の
中
か
ら
妙
心
寺
派
管
長
を
選
出
す
る
。

◎
師
家
制
度
、
お
よ
び
師
家
養
成
規
則

・
宗
制
と
し
て
は
、
師
家
制
度
、
お
よ
び
師
家
養
成
規
則
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、「
師
家
分
上
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
各
妙

心
寺
派
（
注
２
）
に
は
修
行
道
場
が
全
国
に
あ
る
。
以
前
は
、
そ
の
各
老
師
か
ら
出
さ
れ
る
印
可
状
を
も
っ
て
師
家
と
み
な
す
、
と
い
う

判
断
を
し
て
い
た
。
し
か
し
秘
密
裏
に
出
さ
れ
る
要
素
を
含
む
の
で
、
真
偽
の
判
断
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
妙
心
寺
派
の
専
門
道
場
の
後

任
と
し
て
選
ば
れ
た
人
は
自
動
的
に
師
家
と
み
な
す
が
、
そ
う
で
な
い
人
は
妙
心
寺
派
に
対
し
て
、
確
か
な
証
明
書
を
提
出
し
な
い
か
ぎ

り
、
師
家
と
は
み
な
さ
な
い
。

・
師
家
と
な
る
者
に
は
、
一
般
的
に
印
可
証
明
的
な
も
の
が
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
老
師
の
印
で
あ
り
、
宗
派
が
出
す
の
で
は
な
い
。

・
自
分
で
勝
手
に
師
家
と
名
乗
る
人
も
い
る
が
、
当
然
、
宗
派
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
以
外
は
認
め
な
い
。

◎
師
家

・
専
門
道
場
の
一
番
偉
い
人
は
老
師
（
注
３
）
で
あ
り
、
名
簿
上
、
四
十
七
人
の
師
家
が
い
る
。

・
専
門
道
場
を
終
え
た
と
き
、
老
師
か
ら
印
可
を
も
ら
っ
た
者
だ
け
を
、
一
般
的
に
は
師
家
と
い
う
、
も
し
く
は
、
あ
る
僧
堂
の
元
道
場

主
を
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
公
表
さ
れ
な
い
。
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◎
師
家
の
要
件

法
階
と
し
て
住
持
（
二
等
教
師
）
以
上
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
、
僧
堂
で
修
行
し
老
師
か
ら
印
可
を
も
ら
う
こ
と
、
僧
堂
で
修
行
僧
を

指
導
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
三
つ
が
師
家
の
要
件
で
あ
る
。

◎
師
家
分
上

・
僧
堂
に
入
っ
て
、
老
師
か
ら
印
可
を
受
け
た
者
以
外
は
、「
師
家
の
扱
い
を
す
る
だ
け
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
師
家
分
上
」
と
い
う
。

・
師
家
分
上
と
は
、「
師
家
に
な
る
資
格
の
あ
る
人
」
の
こ
と
で
あ
り
、
師
家
と
同
じ
扱
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
。
師
家
見
習
い
み
た
い

な
も
の
で
、「
道
場
に
入
っ
て
い
な
い
老
師
」
と
い
う
扱
い
。
法
の
流
れ
を
正
式
に
継
承
し
た
者
に
し
か
、
老
師
は
印
可
を
与
え
な
い
か

ら
、
僧
堂
で
ど
ん
な
に
長
く
修
行
し
て
も
、
印
可
証
明
を
出
し
て
も
ら
え
な
い
者
も
い
る
。

・
制
度
上
、
師
家
分
上
を
妙
心
寺
派
と
し
て
公
に
認
め
る
の
は
、
専
門
道
場
の
師
家
が
出
し
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
妙
心

寺
派
に
対
し
て
、
老
師
か
ら
の
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
認
め
な
い
。
老
師
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
老
師
に
師

事
し
た
他
の
老
師
の
証
明
書
、
又
は
、
所
属
す
る
寺
院
の
法
類
に
よ
る
請
願
書
が
提
出
さ
れ
て
こ
な
い
か
ぎ
り
、
師
家
分
上
と
し
て
は
認

め
な
い
。

・
師
家
分
上
を
受
け
て
か
ら
師
家
に
な
る
に
は
、
僧
堂
の
老
師
か
ら
印
可
を
受
け
、
な
お
か
つ
僧
堂
で
修
行
僧
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

・
師
家
分
上
を
受
け
て
も
、
住
持
（
二
等
教
師
）
に
な
ら
な
け
れ
ば
師
家
に
は
な
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
紫
衣
を
着
ら
れ
る
の
が
住
持

以
上
の
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
下
の
法
衣
で
師
家
分
上
に
な
る
こ
と
は
認
め
な
い
。
だ
か
ら
、
師
家
に
な
る
人
は
、
住
持
ま
で
す

ぐ
に
上
が
れ
る
。
老
師
と
禅
問
答
を
し
て
、
初
め
て
老
師
か
ら
印
可
を
も
ら
っ
た
修
行
僧
は
、
当
然
、
住
持
以
上
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
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・
師
家
分
上
の
登
録
は
、
住
職
に
な
っ
て
初
め
て
有
効
に
な
る
。
学
徒
（
注
４
）
の
場
合
、
印
可
を
も
ら
っ
て
も
、
法
階
を
取
ら
な
い
か

ぎ
り
何
の
メ
リ
ッ
ト
も
な
い
の
で
、
登
録
し
な
い
。

◎
師
家
登
録

・
四
十
七
人
が
妙
心
寺
派
に
よ
っ
て
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
数
い
る
よ
う
で
あ
る
。
僧
堂
の
後
任
住
職
に
な
っ

た
場
合
は
、
本
山
に
届
出
が
な
く
て
も
、
前
の
老
師
が
自
分
の
僧
堂
を
譲
り
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
師
家
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
印
可
を

与
え
る
の
は
、
各
僧
堂
の
老
師
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
あ
な
た
は
何
人
の
法
嗣
（
は
っ
す
）（
注
５
）
を
出
し
た
か
」
と

い
う
こ
と
は
、
直
接
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

・
老
師
に
は
、
専
門
道
場
の
師
家
に
任
命
さ
れ
た
時
点
で
、
住
持
（
二
等
教
師
）
か
ら
で
も
な
れ
る
。
法
階
と
師
家
と
の
関
連
は
、
ま
た

別
で
あ
る
。（
注
６
）

◎
妙
心
寺
派
以
外
の
僧
堂
を
出
て
も
師
家
と
認
め
る
か

・
妙
心
寺
派
以
外
の
臨
済
宗
系
の
僧
堂
、
た
と
え
ば
南
禅
寺
僧
堂
、
東
福
寺
僧
堂
、
天
竜
寺
僧
堂
を
出
て
も
通
用
す
る
。

・
東
福
寺
派
で
二
十
年
間
僧
籍
を
持
っ
て
い
る
人
が
妙
心
寺
派
に
入
っ
て
き
た
場
合
、
そ
の
法
臈
の
年
数
は
こ
ち
ら
で
も
生
き
る
が
、
妙

心
寺
派
の
一
か
ら
の
位
（
沙
弥
）
か
ら
に
な
る
。

・
他
派
の
僧
籍
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
師
家
だ
け
で
あ
る
。
妙
心
寺
派
の
僧
籍
を
も
っ
て
東
福
寺
派
の
管
長
を
さ
れ
た
老
師
も

い
る
。

◎
女
性
の
師
家
は
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・
い
な
い
。
制
度
上
な
い
。
妙
心
寺
派
に
僧
籍
登
録
さ
れ
て
い
る
僧
侶
は
、
現
在
六
六
七
八
人
。
そ
の
う
ち
、
女
性
教
師
は
約
五
十
人
い

る
が
、
女
性
の
師
家
は
い
な
い
。
専
門
の
尼
僧
堂
も
最
近
で
き
た
が
、
そ
こ
を
出
て
も
師
家
に
は
、
な
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
堂
長
に
は

な
れ
る
が
、
印
可
を
与
え
る
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
師
家
分
上
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
か
ら

の
制
度
に
待
た
れ
て
い
る
。

・
臨
済
宗
の
問
答
は
、
一
対
一
の
問
答
で
あ
る
。
尼
僧
と
男
僧
が
向
か
い
合
っ
て
、
喧
嘩
腰
の
問
答
を
す
る
の
は
、
考
え
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（
問
答
で
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
、
半
分
喧
嘩
の
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
）。
ま
た
、
進
み
具
合
が
人
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
た
だ
長
く
修
行
し
た
だ
け
で
は
、
印
可
は
出
な
い
。。
ま
た
、
自
分
の
意
を
汲
ま
な
い
老
師
に
何

年
つ
い
て
も
、
印
可
は
出
な
い
。
自
分
と
心
の
行
き
来
が
あ
る
老
師
に
師
事
し
な
い
と
、
印
可
は
出
し
て
も
ら
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
男

僧
が
女
性
を
教
え
る
修
行
道
場
の
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

◎
日
本
人
以
外
の
師
家
は

か
つ
て
一
人
い
た
が
、
現
在
は
い
な
い
。

◎
在
家
居
士
で
師
家
か
ら
印
可
を
受
け
ら
れ
る
か

・
在
家
居
士
の
状
態
で
印
可
を
も
ら
っ
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
宗
派
名
簿
に
登
録
し
て
も
ら
え
な
い
か
ら
、
何
の
資
格
も
な
い
。
ま

た
、
居
士
の
状
態
で
は
、
修
行
歴
の
証
明
を
僧
堂
が
出
さ
な
い
。

・
得
度
せ
ず
に
、
僧
堂
に
入
っ
て
居
士
の
状
態
で
い
く
ら
修
行
を
し
て
も
、
そ
れ
は
法
臈
に
は
入
ら
な
い
の
で
、
師
家
分
上
は
認
め
ら
れ

な
い
。
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
者
が
た
ま
に
は
あ
る
が
、
正
式
に
は
無
理
。
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◎
教
師
に
な
る
た
め
に
は

・
教
師
に
な
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
僧
堂
（
専
門
道
場
）
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
小
寺
院
に
住
ん
で
、
兼
職
し
て

い
る
者
は
、
本
山
の
安
居
会
を
三
回
出
れ
ば
、
前
堂
（
職
）
の
資
格
が
得
ら
れ
る
。
最
終
的
に
は
五
回
出
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

・
首
座
（
八
等
教
師
））
か
ら
住
職
資
格
が
得
ら
れ
る
が
、
七
等
地
、
八
等
地
の
住
職
に
限
ら
れ
る
（
注
７
）。
た
だ
し
本
山
安
居
会
を
一

回
以
上
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
本
山
安
居
会
は
、
毎
年
八
月
二
十
日
か
ら
十
日
間
と
決
ま
っ
て
い
る
。

・
僧
堂
修
行
の
最
低
単
位
は
一
年
以
上
。
本
山
の
救
済
制
度
の
安
居
会
を
五
回
、
す
な
わ
ち
最
低
五
年
し
て
も
、
法
階
の
最
高
の
上
限
が

決
ま
っ
て
い
る
。
七
十
、
八
十
に
な
っ
て
も
、
そ
の
安
居
会
に
出
た
人
の
法
階
に
は
上
限
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
上
は
妙
心
寺
派
の
役
職
、

た
と
え
ば
議
員
な
ど
の
役
職
を
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
法
階
は
上
が
ら
な
い
。

・
平
成
十
五
年
ま
で
は
、
花
園
大
学
の
仏
教
学
科
を
卒
業
し
、
僧
堂
生
活
一
年
で
準
住
（
三
等
教
師
）
の
位
を
得
ら
れ
た
が
、
平
成
十
六

年
以
降
、
前
堂
（
七
等
教
師
）
の
位
に
変
更
さ
れ
た
。

・
検
定
表
と
実
質
の
法
階
の
状
況
を
踏
ま
え
た
両
方
の
併
用
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
僧
堂
生
活
四
年
以
上
の
人
に
は
、
一
度
に
位
を
上
が

れ
る
と
い
う
優
待
制
度
、
す
な
わ
ち
、
一
足
飛
び
に
住
持
（
職
）
ま
で
い
け
る
、
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
毎
年
僧
堂
を
出
る
と
、
準
住

（
職
）
は
四
年
目
に
と
れ
る
が
、
前
堂
（
職
）
を
取
る
年
度
に
よ
っ
て
三
年
に
早
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
一
年
度
に
は
一
法
階
し

か
上
が
れ
な
い
。

※
日
蓮
宗
で
は
身
延
山
信
行
道
場
で
三
十
五
日
間
の
修
行
を
す
れ
ば
、
日
蓮
宗
公
認
の
僧
侶
と
し
て
住
職
資
格
が
与
え
ら
れ
る
が
、
妙

心
寺
派
の
場
合
、
全
国
統
一
的
な
、
そ
の
よ
う
な
修
行
道
場
の
制
度
化
は
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
妙
心
寺
派
の
場
合
、
ま
ず
、
師
匠
と
弟
子
の
関
係
が
重
視
さ
れ
、
老
師
か
ら
出
さ
れ
る
証
明
書
に
よ
っ
て
僧
階
資
格
が
判
断
さ

れ
る
。
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◎
僧
堂
の
内
容
は
教
育
な
の
か
、
鍛
錬
か

鍛
錬
で
も
あ
り
教
育
で
も
あ
る
。
公
案
プ
ラ
ス
儀
式
も
教
え
る
。
た
だ
し
、
初
歩
的
な
仏
教
知
識
、
一
般
的
な
宗
教
法
人
法
、
税
法
、

寺
院
規
則
等
は
僧
堂
で
は
教
え
な
い
。

基
礎
教
養
も
な
く
、
お
経
も
知
ら
ず
に
僧
堂
に
入
っ
て
く
る
の
は
不
可
。
僧
堂
に
入
る
以
前
の
、
師
匠
に
よ
る
子
弟
教
育
の
あ
り
方
が

問
わ
れ
て
い
る
。

◎
本
山
僧
堂
以
外
の
専
門
道
場
は

妙
心
寺
派
の
専
門
道
場
は
、
福
岡
、
大
分
、
愛
媛
、
兵
庫
、
京
都
、
名
古
屋
、
愛
知
、
岐
阜
、
静
岡
、
埼
玉
、
栃
木
、
宮
城
な
ど
、
全

国
に
十
九
ヶ
所
あ
る
。

各
僧
堂
ご
と
に
特
徴
が
あ
り
、
師
家
に
よ
っ
て
も
内
容
が
違
う
。
座
禅
中
心
に
考
え
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
作
務
中
心
の
と
こ
ろ
も
あ

る
。
僧
堂
の
体
質
や
、
好
き
な
師
家
を
事
前
に
調
査
し
て
、
自
分
に
合
っ
た
僧
堂
に
入
っ
て
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

曹
洞
宗
で
は
、
本
山
僧
堂
と
地
方
僧
堂
を
比
べ
た
場
合
、、
本
山
僧
堂
の
ほ
う
が
質
実
と
も
に
良
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
宗
派
で

は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
ど
こ
の
僧
堂
の
証
明
書
で
も
平
等
に
扱
わ
れ
る
。
本
山
僧
堂
を
出
て
も
、
地
方
僧
堂
を
出
て
も
、
資
格
と

し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
楽
な
僧
堂
も
あ
れ
ば
、
厳
し
い
僧
堂
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
。

◎
僧
堂
修
行
入
門
の
儀
式

得
度
し
て
、
掛
塔
（
注
８
）、
庭
詰
（
注
９
）、
旦
過
詰
（
注

）
が
あ
り
、
そ
の
上
、
入
堂
式
が
終
わ
っ
て
初
め
て
、
僧
侶
と
し
て
の

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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・
掛
塔
資
格
は
十
七
歳
以
上
。

・
修
行
が
終
わ
る
ま
で
は
そ
の
道
場
を
出
ま
せ
ん
と
い
う
誓
約
書
を
書
か
せ
ら
れ
る
。

・
僧
堂
に
入
る
前
に
、
庭
詰
と
か
旦
過
詰
が
あ
り
、
新
参
者
の
覚
悟
の
ほ
ど
が
試
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
終
わ
っ
て
初
め
て
、
正
式

に

入
堂
許
可
さ
れ
る
（
注

）。

・
庭
詰
め
は
五
日
、
旦
過
詰
め
は
四
日
ほ
ど
。
だ
い
た
い
朝
七
時
か
ら
夕
方
五
時
頃
ま
で
続
き
、
こ
の
間
休
憩
は
な
い
。

・
最
近
は
庭
詰
め
中
に
、「
追
い
出
し
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
新
参
者
は
、
玄
関
に
座
り
、
持
参
し
た
振
り
分
け
荷
物
の
上
に
顔
を
伏

せ
た
ま
ま
の
状
態
で
、
入
門
の
許
し
を
乞
い
続
け
る
。
一
時
間
ほ
ど
た
っ
た
頃
（
足
が
し
び
れ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
）、
応
対
の
雲
水

は
、
彼
を
門
の
外
に
放
り
出
す
。
こ
れ
を
「
追
い
出
し
」
と
い
う
（
救
済
策
）。
最
近
の
若
者
は
、
足
が
し
び
れ
た
状
態
で
追
い
出
さ
れ

た
時
、
足
が
つ
い
て
い
か
ず
転
倒
し
て
怪
我
を
す
る
こ
と
が
、
以
前
よ
り
増
え
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
規
律
も
昔
と
比
べ
る
と
、
だ
い

ぶ
緩
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

住
職
研
修
会

・
住
職
に
な
っ
た
と
き
の
研
修
会
と
、
住
職
研
修
会
の
二
つ
が
あ
る
。

・
学
徒
か
ら
副
住
職
に
な
っ
て
住
職
、
も
し
く
は
、
学
徒
か
ら
い
き
な
り
住
職
、
と
い
う
形
を
と
る
。
学
徒
は
三
二
一
六
名
い
る
が
、
住

職
数
二
四
〇
七
を
重
複
す
る
こ
と
は
な
い
。

・
以
前
は
、
住
職
、
副
住
職
に
な
っ
た
時
、
翌
年
度
に
研
修
会
履
修
義
務
が
あ
っ
た
が
、
今
は
、
副
住
職
は
、
前
堂
職
を
取
得
す
る
の
と

重
複
す
る
の
で
、
前
堂
職
取
得
の
た
め
の
、
事
前
の
研
修
会
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
た
。

・
六
等
地
以
上
の
寺
院
住
職
に
な
る
た
め
に
は
、
僧
堂
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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住
職
研
修
会
制
度
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
六
十
年
頃
。
制
度
施
行
後
に
研
修
会
を
受
け
た
者
に
は
履
修
義
務
は
な
い
が
、

制
度
施
行
前
に
就
任
し
て
い
る
者
が
他
の
寺
に
行
っ
た
場
合
は
、
履
修
義
務
が
発
生
す
る
か
ど
う
か

制
度
施
行
前
に
住
職
資
格
を
持
っ
て
い
た
者
が
、
新
た
に
他
の
寺
の
住
職
に
な
っ
た
場
合
、
住
職
研
修
会
履
修
の
義
務
が
発
生
す
る

か
否
か

と
い
う
こ
と
が
、
現
在
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
検
討
中
で
あ
る
。

前
堂
職
を
取
得
し
た
場
合
、
前
堂
職
法
階
規
則
研
修
会
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
前
堂
職

教
区
住
職
研
修
会
（
二
泊
三
日
な
ど
の
住

職
研
修
会
）
受
講

毎
年
一
法
階
ず
つ
上
が
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
宗
門
行
政
が
会
費
を
徴
収
し
て
、
法
式
、
規
則
、
儀
式
の
や
り
方
、
宗
教
法
人
法
、
税
務
関
係
等
の
研
修
会
を
催
し
、
僧
侶
と

し
て
の
、
全
般
的
な
知
識
を
所
有
で
き
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

※
日
蓮
宗
と
同
様
、
僧
侶
の
質
の
低
下
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
住
職
資
格
証
明
書
が
出
て
も
、
妙
心
寺
派
の
僧
侶
と
し
て

い
き
な
り
認
め
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
住
職
資
格
と
し
て
の
一
番
最
初
の
、
前
堂
（
職
）
を
取
る
と
き
に
は
、
事
前
に
研

修
会
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
試
験
を
受
け
て
、
不
合
格
な
ら
再
試
験
。
基
礎
教
育
は
師
匠
任
せ
で
は
な
く
、
宗
門
行
政
が

介
入
し
て
き
た
。

今
ま
で
は
課
金
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
位
ま
で
上
が
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
廃
止
さ
れ
た
。

◎
住
職
寺
院
に
つ
い
て

現
在
、
妙
心
寺
派
寺
院
は
三
三
八
七
ヶ
寺
あ
る
。
そ
の
う
ち
住
職
寺
院
は
二
四
〇
七
カ
寺
。
無
住
五
十
カ
寺
。
残
り
は
兼
務
と
代
務
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
八
〇
ほ
ど
の
寺
院
に
は
専
門
の
住
職
は
い
な
い
。
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最
近
十
年
、
や
っ
と
合
併
・
解
散
を
宗
派
と
し
て
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
寺
院
数
を
減
ら
す
こ
と
は
許
可
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。。

◎
寺
格
に
つ
い
て

寺
格
は
自
己
申
請
に
よ
り
、
上
げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
昔
は
一
等
地
だ
っ
た
が
、
今
は
四
等
地
と
い
う
寺
院
も

あ
る
。
今
の
寺
格
は
年
間
の
収
入
に
見
合
わ
せ
て
適
切
で
は
な
い
、
と
判
断
し
た
場
合
、
申
告
し
、
等
級
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
審
査
は
厳
し
い
。
過
去
三
年
間
の
収
支
決
算
表
を
提
出
し
、
そ
れ
を
本
山
で
審
査
し
決
定
す
る
の
だ
が
、
承
認
は
な
か
な
か
出
な

い
。

◎
課
金

付
加
点
プ
ラ
ス
調
整
点
（
二
割
）
の
合
計
で
、
課
金
が
き
ま
る
方
式
が
、
十
数
年
前
か
ら
導
入
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
都
市
部
と
田
舎
の
格
差
が
な
く
な
る
。
同
じ
妙
心
寺
派
の
一
等
地
で
も
、
東
京
の
一
等
地
と
田
舎
の
一
等
地
と
で
は
、

付
加
金
が
最
高
二
割
違
う
。
日
蓮
宗
は
付
加
点
だ
け
で
調
整
点
が
な
く
、
自
己
申
告
だ
け
で
や
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
妙

心
寺
派
は
本
宗
よ
り
近
代
的
で
あ
る
。

◎
後
継
者
問
題

・
一
等
地
以
上
の
寺
院
は
、
寺
院
の
収
入
だ
け
で
生
活
で
き
る
。
ま
た
、
一
等
地
以
上
の
寺
院
で
兼
職
し
て
い
る
人
は
少
な
い
。
一
等
地

の
寺
院
は
、
京
都
市
内
で
百
五
十
、
亀
岡
で
は
二
百
、
東
京
都
内
で
は
百
前
後
。
寺
院
収
入
だ
け
で
生
活
を
維
持
で
き
る
の
は
、
一
千
ヶ

寺
前
後
、
す
な
わ
ち
三
割
弱
。
こ
う
い
う
寺
院
に
は
、
後
継
者
問
題
は
浮
上
し
て
こ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
三
分
の
二
の
寺
院
は
、
住
職
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に
な
っ
て
も
兼
職
を
し
な
い
と
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
、
自
分
の
所
で
後
継
者
が
育
ち
に
く
い
と
い
う
。

・
住
職
の
世
襲
率
が
、
最
近
、
年
々
下
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
後
継
者
の
相
談
室
を
二
年
ほ
ど
前
に
開
設
し
、
育
成
方
法
を
考
え
て
い

る
。

・
住
職
数
が
二
四
〇
七
人
、
副
住
職
数
が
五
六
六
人
。
住
職
寺
が
二
千
数
ヶ
寺
あ
り
、
僧
侶
が
約
七
千
人
い
る
の
で
、
後
継
者
が
い
る
は

ず
だ
が
、
出
家
し
て
も
住
職
に
な
ら
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
。
経
済
基
盤
の
年
収
に
対
し
て
、
厳
し
い
修
行
が
割
に
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
子
供
が
後
を
継
が
な
く
な
っ
た
一
因
を
成
し
て
い
る
の
か
。

・
専
門
道
場
は
、
僧
侶
に
な
る
一
歩
手
前
の
状
態
を
最
終
的
に
作
り
出
す
も
の
。
そ
れ
以
前
の
、
僧
侶
予
備
軍
を
増
や
し
、
育
成
す
る
た

め
の
方
策
を
模
索
し
て
い
る
。

・
後
継
者
問
題
の
解
決
方
法
は
、
平
成
二
十
一
年
の
開
山
無
相
大
師
六
百
五
十
年
遠
忌
に
合
わ
せ
て
、
予
算
を
組
ん
で
宗
門
的
に
考
え
る

方
向
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
解
決
策
の
探
求
ま
で
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
。

◎
宗
門
行
政
と
師
家

・
修
行
僧
を
育
て
る
の
が
僧
堂
（
師
家
）
の
役
割
で
あ
り
、
事
務
的
に
取
り
扱
い
を
す
る
の
が
行
政
上
の
宗
務
総
長
。
実
際
は
宗
務
総
長

が
権
限
を
も
っ
て
い
る
が
、
権
威
的
に
、「
宗
務
総
長
が
取
り
扱
い
、
管
長
（
師
家
長
）
が
認
証
す
る
」
と
い
う
二
段
階
方
式
を
と
っ
て

い
る
。

・
師
家
と
か
老
師
の
よ
う
な
、
修
行
の
方
面
を
専
門
と
す
る
者
は
、
行
政
に
ほ
と
ん
ど
関
わ
っ
て
こ
な
い
。
ま
た
、
師
家
分
上
の
者
も
関

わ
っ
て
こ
な
い
。

◎
宗
務
総
長
に
つ
い
て
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二
十
七
教
区
か
ら
、
宗
会
議
員
が
三
十
一
名
出
て
い
る
が
、
そ
の
議
員
た
ち
に
よ
っ
て
宗
務
総
長
候
補
が
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、
宗
務

総
長
候
補
は
宗
会
議
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
の
で
は
な
い
。
公
職
の
重
複
は
で
き
な
い
の
で
、
現
職
の
宗
会
議
員
は
宗
務
総
長
に
な
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
い
く
ら
有
名
で
あ
っ
て
も
、
議
会
で
推
薦
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

◎
海
外
布
教
に
つ
い
て

・
海
外
寺
院
は
、
台
湾
、
ア
メ
リ
カ
、
ハ
ワ
イ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
、
全
部
で
９
ヶ
寺
あ
る
。
毎
年
報
告
書
を
出
せ
ば
、
助
成
金
が
も
ら

え
る
。

・
花
園
大
学
で
山
田
無
文
老
師
に
つ
い
た
者
が
、
台
湾
に
帰
っ
て
寺
院
を
造
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
最
近
は
、
台
湾
の
人
が
現
地
で
出
家

し
て
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
る
。

・
修
行
歴
の
な
い
人
に
は
特
別
に
資
格
を
出
し
て
、
海
外
寺
院
住
職
と
し
て
任
命
し
て
い
る
。
海
外
布
教
師
に
は
助
成
金
を
与
え
る
が
、

本
山
に
対
し
て
の
付
加
金
・
徴
収
金
は
な
い
。

◎
教
化
セ
ン
タ
ー

・
指
導
は
す
る
が
、
出
版
物
が
中
心
。
教
化
資
料
の
作
成
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。

◎
禅
セ
ン
タ
ー

・
平
成
十
七
年
四
月
、
東
京
都
世
田
谷
区
に
東
京
禅
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
毎
月
、
禅
の
文
化
や
歴
史
を
中
心
に
、
仏
教
一
般
か
ら
現
代

社
会
の
諸
問
題
に
わ
た
る
公
開
講
座
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
の
講
演
内
容
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る

（

）。
ま
た
、
同
年
十
一
月
、
禅
セ
ン
タ
ー
内
に
、
禅
の
入
門
ワ
ー
ク
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シ
ョ
ッ
プ
を
立
ち
上
げ
、
初
心
者
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

注

僧
堂
に
入
っ
て
修
行
し
て
、
印
可
を
受
け
た
者
以
外
は
、
師
家
の
扱
い
を
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
師
家
分
上
」
と
い
う
。

妙
心
寺
派
は
、
妙
心
寺
六
世
の
時
に
四
つ
の
法
脈
に
分
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
妙
心
寺
派
は
、
東
海
派
を
筆
頭
と
す
る
四
派
（
法

脈
）
か
ら
成
る
。

一
般
的
に
は
、
専
門
道
場
（
僧
堂
）
で
指
導
す
る
師
家
を
老
師
と
い
う
。

「
学
徒
と
は
、
得
度
師
か
ら
僧
侶
の
衣
鉢
及
び
安
名
を
受
け
、
首
座
職
以
下
の
法
階
を
有
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
首
座
職
で

寺
院
又
は
教
会
の
住
職
と
な
っ
た
者
は
、
こ
れ
を
除
く
。」（
僧
侶
規
程

第
四
条
）

法
脈
の
こ
と
。

普
通
、
師
家
分
上
は
再
住
職
（
大
教
師
）
以
上
で
あ
る
。

妙
心
寺
派
で
は
、
年
齢
二
十
歳
以
上
の
有
資
格
者
は
、
法
階
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
等
地
に
住
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
例
地
か
ら
準
別
格
地
ま
で

住
持
職
以
上

二

一
等
地

準
住
職
以
上

三

二
等
地

東
堂
職
以
上

四

三
等
地

西
堂
職
以
上

五

四
等
地
か
ら
六
等
地
ま
で

前
堂
職
以
上

六

七
等
地
及
び
八
等
地

首
座
職
以
上

掛
搭
（
か
と
う
）。
搭
は
搭
鈎
、
即
ち
、
物
を
引
っ
か
け
る
鉤
（
か
ぎ
）
の
こ
と
。
入
堂
許
可
さ
れ
た
新
参
者
が
、
衣
鉢
袋
を
僧
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堂
の
単
（
た
ん
）
の
鈎
に
掛
け
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
修
行
僧
が
一
定
の
寺
に
止
住
す
る
こ
と
を
い
う
。
単
と
は
、
紅
紙
小
片
に
衆

僧
の
名
を
一
紙（
単
片
）一
名
ず
つ
書
き
、
禅
堂
の
各
位
の
床
上
の
壁
に
貼
っ
た
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
禅
堂
に
お
け
る
各
自
の
座
席
の

こ
と
を
い
う
。
通
常
、
各
自
の
単
は
畳
一
畳
。

庭
詰
（
に
わ
づ
め
）。
専
門
道
場
に
入
門
を
志
願
す
る
僧
が
、
必
ず
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
儀
式
。
僧
は
、
す
ぐ
に
は
玄
関

か
ら
上
が
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
玄
関
で
終
日
座
し
て
低
頭
し
、
入
門
の
願
い
を
乞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旦
過
詰
（
た
ん
が
づ
め
）。
庭
詰
が
終
わ
る
と
、
旦
過
寮
（
た
ん
が
り
ょ
う
）と
い
う
小
部
屋
に
押
し
込
め
ら
れ
、
終
日
、
数
日

間
、
坐
禅
詰
め
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
儀
礼
を
通
過
し
て
、
新
参
者
は
正
式
に
入
門
許
可
さ
れ
る

こ
の
辺
の
事
情
に
関
し
て
は
、
佐
藤
義
英
画
・
文
『
雲
水
日
記

絵
で
見
る
禅
の
修
行
生
活
』（
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
八
四
）、

高
橋
勇
音
『
か
た
つ
む
り
の
詩

禅
堂
つ
れ
づ
れ
物
語
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
）
な
ど
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。


